
 

                                 

■清泉女学院短期大学、幼児教育科及び国際コミュニケーション科の教育研究上の目的 

「清泉女学院短期大学学則」（抜粋） 

 

（目的及び使命）  

第１条 本学は、教育基本法に則り学校教育法の定めるところに従い、カトリック精神に基づ

いて大学教育を行い、深い知的、道徳的見識と教養とを養い、社会の文化向上と福祉のた

めに貢献しうる円満な人格と情操豊かな女性を育成することを目的とする。  

２ 幼児教育科は、豊かな人間性と専門性をもつ保育者を養成することを目的とする。  

３ 国際コミュニケーション科は、国際的視野と豊かなコミュニケーション力をもつ人間を育

成することを目的とする。 

 
 
 


